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4 本宮市荒井　地内 235.780 ～ 236.170 車道 下 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 本宮市荒井　地内 236.200 ～ 236.550 車道 上・下 R３年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R６年度末 福島

4 本宮市荒井　地内 236.700 ～ 236.840 車道 下 R３年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R６年度末 福島

4 本宮市荒井　地内 236.700 ～ 236.960 車道 上 R３年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R６年度末 福島

4 二本松市杉田三丁目　地内 246.180 ～ 246.200 車道
(第一走行車線)

下 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 二本松市槻木　地内 247.100 ～ 247.390 車道 上 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 二本松市東裏　地内～同市金色久保　地内 248.188 ～ 249.082 車道 上・下 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 福島市松山町　地内　（松川橋） 275.220 ～ 275.300 車道 上 R３年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R６年度末 福島

4 福島市仲間町　地内～同市浜田町　地内 272.770 ～ 272.900 車道
(第一走行車線)

上 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 福島市北五老内町　地内　 273.280 ～ 273.400 車道
(第一走行車線)

上 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 福島市松浪町　地内 273.850 ～ 274.060 車道
(第一走行車線)

上 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 福島市入江町　地内 274.480 ～ 274.560 車道
(右折ﾚｰﾝ2車線)

下 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 福島市入江町　地内～同市松山町　地内 274.560 ～ 274.690 車道 下 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 福島市入江町　地内～同市松山町　地内 274.590 ～ 274.690 車道 上 R４年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R７年度末 福島

4 伊達市原島　地内～同市岡沼　地内 280.770 ～ 281.270 車道 上・下 R５年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R８年度末 福島

4 伊達市原島　地内～同市岡沼　地内 280.770 ～ 281.270 歩道 下 R５年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R８年度末 福島

4 伊達郡国見町大字藤田字一丁田二　地内 ～ 同町大字石母田字国見前　地内 288.130 ～ 290.010 車道・歩道 上・下 R５年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R８年度末 福島

4 伊達郡国見町大字石母田字国見前　地内 ～ 同町大字石母田字長坂　地内 290.010 ～ 290.400 車道 上・下 R５年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R８年度末 福島

4 伊達郡国見町大字石母田字国見前　地内 ～ 同町大字石母田字竹ノ花　地内 290.010 ～ 290.110 歩道 下 R５年度 ｱｽﾌｧﾙﾄ R８年度末 福島

福島河川国道事務所では、路上工事抑制のために道路舗装工事完了後の一定期間、道路の掘削工事を規制しています。
路上工事を計画されている占用企業者等の皆さまには、ご協力をお願いします。

（規制期間）コンクリート舗装は５年間。アスファルト舗装は３年間。ただし、やむを得ないと認められる工事を除く。

国道4号 掘り返し規制情報　（福島河川国道事務所管内）

距離標

【問い合わせ先】　（担当出張所）　福島国道維持出張所 TEL０２４－５４６－０５２４　


